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令和６年度地域包括支援センター(高齢者相談センター)の評価結果報告及び 

令和７年度委託法人の承認について 

 

令和６年度に行った高齢者相談センターの評価結果を介護保険運営協議会に

おいて報告いたします。その結果報告をもとに、令和７年度の地域包括支援セ

ンター（高齢者相談センター）の委託法人の承認の可否を審議していただきま

す。 

 

Ⅰ．令和６年度地域包括支援センター（高齢者相談センター）評価について 

地域包括支援センター（本市においては高齢者相談センター 以下「セン 

ター」という）の運営が公平・中立を旨とし、安定的・継続的に行われてい

くために、センターの運営状況や事業内容等について客観的評価を実施しま

した。 （*介護保険法１１５条の４６第４項及び同第９項に基づき実施） 

 

１. 対象 

地域包括支援センター（高齢者相談センター）（以下「センター」という。） ５か所 

 

２. 評価対象期間 

令和５年４月１日～令和６年７月３１日 

 

３. 評価方法 

（１）各センターによる自己評価  ７月１日～７月３１日 

（２）現地調査・ヒアリング      ８月１、５、１５、２２日   

 

４. 実施内容 

(１) 調査票を用いた自己評価の項目 

ア 大項目６本を柱とする評価項目を設定し、９５項目の評価指標を設定

した。 

イ 大項目の内容、中項目や評価指標の数は、【表１】のとおり。 

ウ 中項目や評価指標については、３～６ページに記載の令和６年度習志

野市地域包括支援センター (高齢者相談センター）評価結果に記載の

とおり。 
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【表１】大項目の内容と中項目、評価指標の数 

大項目 中項目 評価指標 

１．運営体制と共通的基盤業務 １０ ３０ 

２．総合相談支援業務 ７ ２２ 

３．権利擁護業務 ５ １９ 

４．包括的・継続的ケアマネジメント ３ ９ 

５．介護予防ケアマネジメント ３ ９ 

６．その他 ２ ６ 

合 計 ３０ ９５ 

 

 

(２)現地調査・ヒアリング 

自己評価を基に、現地調査を実施。また令和６年度の重点運営事項の取組み 

状況について、進捗状況を聞き取り確認した。 

 


